
政
令
第
二
百
七
号

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十

六
号
）
第
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
八

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
。
第
十
二
条
」
を
「
。
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

次
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

当
該
イ
又
は
ロ
に

定
め
る
額

イ

犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
年
齢
が
二
十
五
歳
未
満
で
あ
る
場
合

六
千
四
百
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け

る
犯
罪
被
害
者
の
年
齢
に
応
じ
て
別
表
第
二
に
定
め
る
最
高
額
を
超
え
、
又
は
最
低
額
に
満
た
な
い
と
き

当
該
最
高

額
又
は
最
低
額



第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺
族
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
遺
族
が
、
犯
罪
被
害
者
の
死
亡
の
時
に
お
い
て
、

犯
罪
被
害
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
、

子
又
は
父
母
で
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
遺
族
給
付
基
礎
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
四
千
二
百
円
を
加
え

た
額
と
す
る
。

第
十
二
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
休
業
加
算
基

礎
額
と
す
る
。

一

犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
年
齢
が
二
十
歳
未
満
で
あ
る
場
合

三
千
二
百
円

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け

る
犯
罪
被
害
者
の
年
齢
に
応
じ
て
別
表
第
三
に
定
め
る
最
高
額
を
超
え
、
又
は
最
低
額
に
満
た
な
い
と
き

当
該
最
高
額

又
は
最
低
額

第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



二

犯
罪
被
害
者
の
身
体
上
の
障
害
の
程
度
が
障
害
等
級
の
第
四
級
か
ら
第
十
四
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で

あ
つ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
年
齢
が
二
十
歳
未
満
で
あ
る
場
合

五
千
九
百
円

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け

る
犯
罪
被
害
者
の
年
齢
に
応
じ
て
別
表
第
五
に
定
め
る
最
高
額
を
超
え
、
又
は
最
低
額
に
満
た
な
い
と
き

当
該
最
高

額
又
は
最
低
額

別
表
第
一
の
六
十
歳
以
上
の
項
中
「
五
、
七
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
二
十
歳
未
満
の
項
及
び
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
を
削
り
、
同
表
の
二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項

中
「
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
項
及
び
三
十
五
歳
以
上
四
十

歳
未
満
の
項
中
「
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
八

〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
三
、
六
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
歳
以
上
の
項
中



「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
二
十
歳
未
満
の
項
を
削
り
、
同
表
の
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
、
二
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
三
、
一
〇
〇
円
」
を
「
三
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満
の
項
及
び
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
二
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
、
二
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
表
の
五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
歳
以
上

の
項
中
「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
の
二
十
歳
未
満
の
項
を
削
り
、
同
表
の
二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
、
九
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
五
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未

満
の
項
及
び
五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
五
歳
以

上
六
十
歳
未
満
の
項
中
「
四
、
二
〇
〇
円
」
を
「
五
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
歳
以
上
の
項
中
「
三
、
九
〇
〇

円
」
を
「
五
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
五
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
及
び
別
表
第
五
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の

施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
わ
っ
た
犯
罪
行

為
に
よ
る
死
亡
、
重
傷
病
又
は
障
害
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
犯
罪
の
被
害
を
受
け
た
者
及
び
そ
の
遺
族
の
現
状
に
鑑
み
、
遺
族
給
付
基
礎
額
、
休
業
加
算
基
礎

額
及
び
障
害
給
付
基
礎
額
の
算
定
の
際
に
用
い
る
最
低
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
遺
族
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
遺

族
が
犯
罪
被
害
者
の
配
偶
者
等
で
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
遺
族
給
付
基
礎
額
の
算
定
に
お
い
て
新
た
に
加
算
額
を
設
け
る
こ
と

と
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


